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令和３年門審第１７号 

裁    決 

貨物船Ａ貨物船Ｂ衝突事件 

 

受  審  人  ａ１ 

職  名 Ａ一等航海士 

海技免許 四級海技士（航海） 

 

本件について，当海難審判所は，理事官田之上輝美出席のうえ審理し，

次のとおり裁決する。 

  

主    文 

 

受審人ａ１の四級海技士（航海）の業務を１箇月停止する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和２年１月３１日２１時１９分少し前 

日向灘 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名 貨物船Ａ        貨物船Ｂ 

総 ト ン 数 ９９８トン        １,４９６トン 

全 長 ８３.９５メートル    ７５.８１メートル 

機関の種類 ディーゼル機関     ディーゼル機関 

出    力 １,９１２キロワット   １,４７１キロワット 
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３ 事実の経過 

Ａは，可変ピッチプロペラを装備した船尾船橋型鋼製貨物船で，操

舵室前部中央に操舵スタンドを，同部右舷側に機関制御盤，２号レー

ダー及びＧＰＳプロッターを，同部左舷側に１号レーダーをそれぞれ

備え，船長ａ２及びａ１受審人ほか７人が乗り組み，空倉のまま，船

首１.６メートル船尾４.０メートルの喫水をもって，令和２年１月 

３１日０８時００分鹿児島港を発し，大分港に向かった。 

ところで，Ａの操縦性能は，海上試運転成績書（船体部）によれば，

全速力前進の機関回転数毎分２５０にかけて１４.２９ノットの速力

で航行中，舵角３５度をとって９０度の旋回に要する時間が左旋回で

４８.８７秒，右旋回で４５.９０秒，左右の最大横距が１２４メート

ル及び１２７メートル，左右の最大縦距が２３２メートル及び２２１

メートル，後進発令から船体停止までに要する時間が２分５３秒，最

短停止距離が６２９メートルであった。 

ａ２船長は，船橋当直体制を，自身，ａ１受審人及び二等航海士が

それぞれ甲板員１人と組んで４時間交替の３直制とし，当直時間帯を

航海の都度変更していた。また，ａ１受審人に対し，何か問題がある

ときは報告するよう指示していた。 

ａ１受審人は，１９時４５分深島灯台から１９０度（真方位，以下

同じ。）１５.０海里の地点で，前直のａ２船長と交替して甲板員と

ともに船橋当直に就き，航行中の動力船を示す法定灯火を表示し，レ

ーダー２台及びＧＰＳプロッターを作動させ，針路を０２５度に定め

て自動操舵とし，１２.６ノットの速力（対地速力，以下同じ。）で

進行した。 

定針したとき，ａ１受審人は，左舷船首方５.４海里のところに，

レーダーによりＢを初めて認め，白１灯を視認し，２０時３０分深島
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灯台から１６８度６.６海里の地点で，レーダーによりＢが自船の船

首方を左舷方から右舷方に横切ったことを認めた。 

ａ１受審人は，２０時４０分深島灯台から１５６度５.１海里の地

点で，甲板員を浴室清掃のために降橋させて単独で船橋当直に就き，

２０時５０分深島灯台から１３２度４.１海里の地点で，双眼鏡によ

り右舷船首方１.４海里のところに，Ｂの白１灯及び船体を認め，同

船の動静を監視しながら続航した。 

２１時０９分少し前ａ１受審人は，深島灯台から０７９度４.９海

里の地点に至ったとき，Ｂが右舷船首１６度９２０メートルのところ

となり，その頃強い便意を催したが，少しの間船橋を離れるだけなの

で，Ｂにそれほど接近することはないものと思い，自室で休憩してい

た船長を呼んで船橋当直を一時的に交替してもらうなど，船橋当直を

適切に維持せず，操舵室左舷側後部のトイレに入った。 

ａ１受審人は，２１時１４分少し前深島灯台から０７０度５.６海

里の地点に達したとき，Ｂが右舷船首２１度５５０メートルのところ

となったものの，依然トイレに入ったままだったので，同船を追い越

し衝突のおそれがある態勢で接近する状況に気付かなかった。 

こうして，ａ１受審人は，船橋を無人としたまま，Ｂを確実に追い

越し，かつ，同船から十分に遠ざかるまでその進路を避けないで進行

し，２１時１８分半少し過ぎトイレから出たところ，右舷船首至近に

Ｂを認め，左舵を取り，可変ピッチプロペラの翼角を０度としたもの

の，効なく，２１時１９分少し前深島灯台から０６２.５度６.５海里

の地点において，Ａは，原針路及び原速力のまま，その右舷船首部が

Ｂの左舷船尾部に後方から４度の角度で衝突した。 

当時，天候は晴れで風力２の北風が吹き，潮候は上げ潮の末期にあ

たり，視界は良好であった。 
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ａ２船長は，自室で休憩中，ａ１受審人からの電話連絡で衝突した

ことを知り，昇橋して事後の措置に当たった。 

また，Ｂは，船尾船橋型鋼製貨物船で，操舵室に操舵スタンド，機

関制御盤，１号レーダー，２号レーダー，ＧＰＳプロッター及び電子

海図情報表示装置をそれぞれ備え，中華人民共和国籍の船長ｂほか同

国籍の船員５人，ベトナム社会主義共和国籍の船員２人及びミャンマ

ー連邦共和国籍の船員２人が乗り組み，原木１,４１９立方メートルを

積載し，船首３.４５メートル船尾４.６５メートルの喫水をもって，

同日１８時２０分宮崎県細島港を発し，大韓民国クンサン港に向かっ

た。 

ところで，Ｂの操縦性能は，旋回圏図によれば，空船時，舵角３０

度で，左右の最大横距が１７２メートル及び１９０メートル，左右の

最大縦距が１９５メートル及び２１７メートルであった。 

ｂ船長は，船橋当直体制を，自身が０８時３０分から１２時３０分

まで及び２０時３０分から００時３０分まで，一等航海士が０４時 

３０分から０８時３０分まで及び１６時３０分から２０時３０分まで，

並びに二等航海士が００時３０分から０４時３０分まで及び１２時３０

分から１６時３０分までの，単独４時間交替の３直制としていた。 

ｂ船長は，２０時３０分深島灯台から１５３度５.０海里の地点で，

前直の一等航海士と交替して単独の船橋当直に就き，航行中の動力船

を示す法定灯火を表示し，レーダー１台及びＧＰＳプロッターを作動

させ，針路を０４６度に定めて自動操舵とし，１０.３ノットの速力

で進行した。 

ｂ船長は，２０時４０分深島灯台から１３４度４.７海里の地点で，

針路を０２１度に転じ，２１時００分深島灯台から０９２度４.６海

里の地点で，左舷正横後６９度１,６６０メートルのところに，電子
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海図情報表示装置によりＡを初めて認め，緑１灯を視認した。 

２１時１４分少し前ｂ船長は，深島灯台から０６５.５度５.９海里

の地点に達したとき，Ａが左舷正横後６５度５５０メートルのところ

となり，その後同船が自船を追い越し衝突のおそれがある態勢で接近

する状況であったが，同船に対する動静監視を十分に行わなかったの

で，この状況に気付かなかった。 

こうして，ｂ船長は，警告信号を行わず，間近に接近しても，衝突

を避けるための協力動作をとらないまま続航し，Ｂは，原針路及び原

速力のまま，前示のとおり衝突した。 

衝突の結果，Ａは，右舷船側外板に擦過傷等を生じたが，のち修理

され，Ｂは，左舷船尾部外板に凹損等を生じた。 

 

 （航法の適用） 

本件は，夜間，日向灘において，ともに北上中のＡとＢとが衝突した

もので，衝突地点付近の海域には港則法及び海上交通安全法の適用がな

いので，一般法である海上衝突予防法が適用される。 

本件時，両船は，航行中の動力船の灯火を表示して互いに視野の内に

ある状況下，ＡがＢを追い越す態勢で接近したもので，両船の付近には

航行の支障となる障害物や他船が存在せず，Ａが避航義務を，Ｂが針路

及び速力の保持，警告信号及び協力動作履行の各義務を果たすのに十分

な時間的，距離的余裕があったものと認められることから，本件は，海

上衝突予防法第１３条の追越し船の航法によって律するのが相当である。 

 

（原因及び受審人の行為） 

本件衝突は，夜間，日向灘において，北上中のＢを追い越すＡが，船

橋当直の維持が不適切で，Ｂを確実に追い越し，かつ，同船から十分に
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遠ざかるまでその進路を避けなかったことによって発生したが，Ｂが，

動静監視不十分で，警告信号を行わず，衝突を避けるための協力動作を

とらなかったことも一因をなすものである。 

ａ１受審人は，夜間，日向灘において，大分港に向けて北上中，強い

便意を催した場合，単独で船橋当直に就いていたのだから，船橋を無人

とすることのないよう，自室で休憩していた船長を呼んで船橋当直を一

時的に交替してもらうなど，船橋当直を適切に維持すべき注意義務があ

った。しかるに，同人は，少しの間船橋を離れるだけなので，Ｂにそれ

ほど接近することはないものと思い，船橋当直を適切に維持しなかった

職務上の過失により，操舵室内のトイレに入り，同船を追い越し衝突の

おそれがある態勢で接近する状況に気付かず，Ｂを確実に追い越し，か

つ，同船から十分に遠ざかるまでその進路を避けることなく進行して衝

突を招き，Ａ及びＢ両船にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 

以上のａ１受審人の行為に対しては，海難審判法第３条の規定により，

同法第４条第１項第２号を適用して同人の四級海技士（航海）の業務を

１箇月停止する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

令和４年２月１５日 

     門司地方海難審判所 

          審 判 官  山  本  哲  也 


